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要 約

わ が国 に お いて、 土 壌 汚染 の 実 態 が明 ら かに な り始 め、 企 業に と っ て は 巨額 の 浄 化 債務 の 負 担や 資 産価

値 の下 落 等 が 深刻 な 問 題と な っ て いる。 し か し、 こ れら の 土 壌汚 染 に 関 わる 環 境 負 債 や減 損 に つい て 扱う

会 計墓 準 が 存 在 しな い た めに、 企 業 が抱 える リ ス ク が財 務 諸 表上 に 適 切 に反 映 さ れ て いな い と いう 問 題 が

生 じて い る。 そこ で 本 稿で は、 過 去の 事 業活 動 に 関連 して 生 じた 土 壌 汚 染に 対 す る 環境 負 債 お よぴ 減 損 の

問 題に つ い て 論 じて い る。 ま ず、 既存 の 会計 基 準 にも と づ いて 環 境 負 債 お よぴ 減 損 を会 計 処 理 する 際 の留

意 点を 示 し た上 で、 既 存 の会 計 基 準を 前 提と した 会計 処 理 に は多 く の 判 断を 伴 な い、 カ’つ、 土 壌汚 染 等に

特 有の 不 確 実 性 が適 切 に反 映 さ れ ない、 また、 負 債の 計 上 と 減損 と の 区 分 が明 ら か にさ れ て い ない と いっ

た 問題 点 を 指摘 して い る。 そ の 上で、 環 境負 債 の 認識 ・ 測 定、 およ ぴ、 環境 問 題カ’ら 生 じた 減 損の 会 計処

理 を 包括 的 に 扱 う 独 立 した 会 計 基 準 の必 要 性 を提 案 して い る。
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Ｉ 土壌 汚染 の実 態と企 業への 影響

１． 土 壌 汚 染 の 実 態

最 近、 わ が 国 に お い て 土 壌 汚 染 の 問 題 がに わ か

に 注 目 さ れて き て い る。 汚 染 の 現 状 に つ い て は、

土壌 環境 基準 が 定 め ら れ て い る 重 金 属 と 有 機 塩 素

化 合 物 に よ る 汚 染 が 全 国 で 計３２ 万 カ 所 以 上 に 及

び、 土壌 汚 染 対 策 に か か る 費 用 は、 土 壌 汚 染 調 査

費用 が ２ 兆３，０００億 円、 土 壌 汚 染 浄化 費 用 が１１兆

円 の 合 計 １３ 兆 ３
，
０００億 円 と 推 定 さ れ て い る’）

。 こ

れ ら は、 過 去２０ ～３０ 年 も 前 に 廃 棄 さ れ た 有 害 物

質 によ っ て 進 行 し て き た 汚 染 が、 土 地 の 再 開 発 等

に よ る 調 査 で 明 ら か に な っ た も の で あ り、 今 後、

さ ら に 被 害 の 実 態 が 明 ら か に な れ ば汚 染 箇 所 数 は

ま す ま す 増 加 す る も の と み ら れ て い る。

現 在 の と こ ろ、 わ が 国 に は 土 壌 汚 染 を 直 接 規 制

す る 法 律 は な い が、 自 治 体 に よ る 指 導、 厳 格 な 条

例 や 要 綱 の 制 定、 社 会 的圧 力 等 に よ り、 企 業 が 汚

染 土 壌 の 浄 化 ・ 修 復 費 用 を負 担 しな け れ ばな ら な

い ケ ー ス が 多 く な っ て い る２）
。 ま た、 環 境 省 で は

２００２ 年 の 国 会 提 出 を 目 処 に ア メ リ カ の ス ー パ ー

フ ァ ン ド法 に 倣 っ た 土 壌 汚 染 防 止 法 案 の 検 討 に 着

手 し て い る よ う で あ る。 ス ー パ ー フ ァ ン ド 法 と

は、 土 壌 ・ 地 下 水 汚 染 の 汚 染 者 責 任 を 厳 格 に 問 う

法 律 で あ り、 浄 化 を 要 求 さ れ る 責 任 当 事 者 が き わ

め て広 範 で、 遡 及 責 任 や 連 帯 責 任 が 適 用 さ れる も

の で あ る ３）
。

２． 環 境 リ ス ク の 構 成 要 素

こ の よ う な 状 況 の 中 で、 企 業 は 様 々 な 環 境 リ ス
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ク に 直 面 す る よう に な っ て き て いる。 こ こ で、 環

境 リ ス ク と は、 企 業 活 動 を と り ま く 大 気 ・ 水 ・ 土

壌 ・ 天 然 資 源 ・ 動 植 物 お よ びそ れ ら の相 互 関 係 に

関 す る、 事 故 発 生 の 可 能 性 （Ｒｉｓｋ）、 そ の 可 能 性

の 潜 在 的 要 因 （Ｈａｚａｒｄ）、 事 故 そ れ 自 体 （Ｐｅｒｉ１）、

事 故 発 生 の 結 果 生 じ る 価 値 喪 失 （Ｌｏｓｓ） の 全 て

を 包 含 す る も の で あ る。

例 え ば、 土 壌 汚 染 の 原 因 と な る 有 害 物 質 が 持 つ

固 有 の 有 害 性 が Ｈａｚａｒｄ で あ り、 そ れ が 地 下 水 等

に よっ て 拡 散す る こ と に よ っ て 人 体 や 生 態系 に 悪

影 響 を 及 ぼ す 可 能 性 がＲｉｓｋ、 実 際 に 起 き て し ま

っ た 汚 染 が Ｐｅｒｉ１ で、 そ の 経 済 的 損 失 が Ｌｏｓｓ と い

う こ と に な る４）。

は、 企 業 が こ の よ う な 重 大 な 環 境 リ ス ク に 直 面 し

て い る 場 合 で あ っ て も、 そ れ が 財 務 諸 表 上 に 反 映

さ れ ず、 そ の こ と に よ っ て 会 計 情 報 が 企 業 の 経 済

実 態 を 適 切 に 示 して い な い こ と も あ っ た。 そ こ

で、 以 下 で は、 汚 染 土 壌 に 関 す る 浄 化 ・ 修 復 責

任、 汚 染 資 産 の 価 値 下 落 の 問 題 に 焦 点 を あ て て、

そ の 環 境 負 債 ・ 環 境 偶 発 債 務 お よ び環 境 問 題 に よ

る 資 産 の 減 損 と い っ た 財 務 会 計 上 の 諸 問 題 に つ い

て 取 り 上 げる こ と と す る。 こ れ ら の 会 計 処 理 に つ

い て は、 主 と し て 国 際 会 計 基 準 （Ｉｎｔｅｍ ａｔｉｏｎａ１

Ａ ㏄ ｏｕｎｔｉｎｇ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ，
ＩＡ Ｓ） に も と づ い て 考 察

し て い る。

Ｉ 環 境負債 の会 計

３． 企 業 へ の 影 響

ま た、 企 業 を と り ま く 環 境 リ ス ク の 種 類 に は、

リ ー ガ ル リ ス ク、 マ ー ケ ッ ト リ ス ク、 イ メ ー ジ リ

ス ク 等 が あ る。 リ ー ガ ルリ ス ク は、 法 的 要 件 の 逸

脱 に 伴う リ ス ク お よ び 法 的 要 件 の 強 化 に 伴う リ ス

ク で あ る。 マ ー ケ ッ ト リ ス ク は マ ー ケ ッ ト 動 向 に

よ る リ ス ク、 イ メ ー ジ リ ス ク は 企 業 イ メ ー ジ の 低

下 に よ る リ ス ク で あ る。

例 え ば、 土 壌 や 地 下 水 の 汚 染 が 発 覚 し た 場 合、

企 業 は、 損 害 賠 償、 法 令 違 反 に 伴 う 罰 金、 操 業 停

止、 土 地 取 得 や 企 業 買 収 に 伴 う 環 境 負 債 の 継 承、

法 規 制 強 化 に よる 浄 化 や 修 復 責 任、 環 境 設備 投 資

と い っ た リ ー ガ ル リ ス ク に 直 面 す る。 ま た、 汚 染

資 産 の 資 産 価 値 下 落 や 暇 疵 担 保 責 任 と い っ た マ ー

ケ ッ ト リ ス ク、 お よ び、 不 買 運 動、 雇 用 や 資 金 調

達 の 困 難 と い っ た 社 会 的 信 用 や 事 業 に 影 響 す るイ

メ ー ジ リ ス ク に も 直 面 す る こ と と な ろ う５）
。

こ の よ う な 現 状 に お い て、 投 資 家 は、 土 壌 汚 染

が 企 業 の 財 政 状 態 や 経 営 成 績 に どの よ う な 影 響 を

及 ぼす か に つ い て、 ま た、 債 権 者 は、 土 地 を 担 保

と し た 融 資 が 回 収不 能 と な る 可 能 性 等 に つ い て、

関 心 を 寄 せ る よう に な っ て い る。 し か し こ れ ま で

１． 環 境 負 債 の 存 在

土 壌 汚 染 に 関 す る 環 境 負 債 と は、 当 該 土 壌 ・ 地

下 水 の 浄 化 ・ 修 復 に 要 す る 将 来 の 支 出 で、 負 債 の

認 識 規 準 を 満 た す も の で あ る。 負 債 に つ い て、

ＩＡＳＣ 概 念 フ レ ー ム ワ ー ク で は、 過 去 の 事 象 か ら

発 生 し た 特 定 の 企 業 の 現 在 の 債 務 （ｏｂ１ｉｇａｔｉｏｎ）

で あ る と し て い る。 こ こ で、 債 務 と は、 あ る 一 定

の 方 法 で 実 行 ま た は 遂 行 す る 責 務 も しく は 責 任 で

あ り、 こ れ は 法 的 に 強制 さ れる 場 合 も あ る が、通

常 の 取 引 慣 行、慣 習 も しく は 良 好 な 取 引 関 係 を 維

持 し、 ま た は 公 正 と み な さ れる よ う に 行 動 した い

と い う 要 望 か ら も 生 じ る も の で あ る６’。

さ ら に、 ＩＡＳ 第３７ 号 「引 当 金、 偶 発 債 務 及 び

偶 発 資 産 （Ｐｒｏｖｉｓｉ㎝ ｓ，
Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ Ｌｉａｂｉ１ｉｔｉｅｓ ａｎｄ

Ｃｏｎｔｉｎｇｅｎｔ Ａｓｓｅｔｓ）」 で は、 現 在 の 債 務 を 生 じ さ

せ る 事 象 と し て、 法 的 債 務 と 推 定 債 務 を あ げて い

る。 こ こ で 推 定 債 務 と は、 確 立 さ れて い る 過 去 の

慣 行、 公 表 済 み の 方 針 ま た は 十 分 かつ 具 体 的 な声

明 に よ っ て、 企 業 が 他 の 利 害 関 係 者 に 一 定の 責 任

を 認 め る こ と を 明 ら か に し、 そ の 結 果、 当 該 企業

が そ の 責任 を 果 た す で あ ろ う と の 正 当 な期 待 を利
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害 関 係 者 に 抱 か せ る 場 合 に、 企 業 の 行 動 か ら 導 き

だ さ れ る 債 務 と さ れ る７）
。 し た が っ て、 法 規 制 に

よ っ て 要 求 さ れな く と も、 企 業 が 自 ら の 環 境 方 針

に よ っ て 環 境 に 配 慮 し、 ま た は 浄 化 を 実 施 す る こ

と を 環 境 報 告 書 等 に お い て 公 言 して い る 場 合 に

は、 そ れ を 実 施 す る た め に 将 来 必 要 と な る 環 境 支

出 を 環 境負 債 と し て 認 識 す る こ と が 必 要 と な る。

２． 環 境 負 債 の 認 識

土 壌 の 浄 化 ・ 修 復 作 業 は 通 常 長 期 間 に 及 ぶ た

め、 将 来 の 支 出 時 期 や 金 額 に 不 確 実 性 を 伴 う こ と

が 多 く、 ま た、 浄 化 方 法 の 変 更 や 浄化 技 術 の 進 歩

に よ っ て も 影 響 を 受 け る。 そ の た め、 法 律 に も と

づ い て負 担 金 額 が 確 定 さ れ る 場 合 を 除 き、 引 当 金

に 該 当 す る か どう か が 論 点 と な る。 ＩＡＳ 第３７ 号

で は、 引 当 金 の 認 識 要 件 と して 次 の ３ つ を あ げ て

い る ８）
。

（ａ）企 業 が 過 去 の 事 象 の 結 果 と し て、 現 在 の （法

的 ま た は 推 定） 債 務 を 有 し て い る こ と。

（ｂ）債 務 の 弁 済 の た め に 経 済 的 便 益 を 有 す る 資 源

の 流 出 を 要 求 さ れ る 可 能 性 が 高 い こ と。

（Ｃ）債 務 の 金 額 に つ い て 信 頼 性 の 高 い 見 積 り が で

き る こ と。

実 際 の 認 識 時 点 は、 浄 化 ・ 修 復 の 対 象 と な る 土

壌 の 種 類 や 状 態 に よ っ て 異 な る が、 例 え ば、 訴 訟

や 補 償 請 求 の 査 定 に よ っ て、 過 去 の 事 象 が 原 因 で

当該企業が修復活動に参加する責任があると宣告

さ れ た 時 点、 ま た は、 そ の 可 能 性 が 高 く な っ た 時

点 な ど が あ げ ら れ る９）
。

な お、 上 記 の 引 当 金 の 要 件 を 満 た さ な い 場 合 に

は、 偶 発 債 務 に 該 当 す る か どう か に つ い て 判 断

し、 該当 す る 場 合 に は 開示 が 要 求 さ れ る こ と と な

る。 ＩＡＳ 第３７ 号 で は、 引 当 金 と 偶 発 債 務 の 相 違

を 図 表 １ の よ う に 示 して い る。

ＩＡＳ 第３７号 で は、 偶 発 債 務 と して、 「可 能 性 が

あ る 債 務」 に 加 え て、 「現 在 の 債 務」 で あ っ て、

債務履行のために将来の経済的便益を有する資産

の 流 出 が 要 求 さ れ る 可 能 性 が 高 く な い か、 ま た

は、 十 分 に信 頼 可 能 な 測 定 が で き な い と いう 理 由

で 貸 借 対 照 表 に 計 上 さ れ な かっ た 債 務 も 含 め て い

る。 土 壌 浄 化 ・ 修 復 に 関 す る 将 来 支 出 に つ い て

は、 現 在 の 債 務 で あ る に も か か わ ら ず、 測 定 が 困

難 で あ る た め に 開 示 さ れ て い な い も の が多 かっ た

が、 偶 発 債 務 の 範 囲 が 広 が っ た こ と に よ り、 こ れ

らの 環 境 偶 発 債 務 の 開 示 が 改 善 さ れ る こ と と な ろ

う。

ま た、 ＩＡＳ 第３７ 号 で は、 偶 発 債 務 の 種 類 ご と

に、 偶 発 債 務 の 性 質 の 簡 潔 な 説 明 と、 可 能 で あ れ

ば、 偶 発 債 務 の 財 務 的 影 響 額、 資 源 流 出 の 金 額 と

時 期 に 関 す る 不 確 実 性 の 兆 侯、 払戻 しを 受 け る 可

能 性 を 開 示 す る こ と を 要 求 し て い る１０）
。 環 境 偶 発

債 務 に つ い て も、 こ れ ら の 項 目 に つ い て、 経 営 者

図 表１ 引 当盆 と偶 発債 務の 相 違

過 去事 象 の 結 果と して、 （ａ）現 在 の 債務 ま た は （ｂ）完 全 に 企 業の 支 配 外 にあ る 一 つ 以 上 の 不 確 実な 将 来 事 象 の 発生 ま た は

不 発生 に よっ ての み そ の 存在 が確 認 で き る 可 能性 あ る 債 務、 の 履 行 によ り 将 来 の 経 済 的便 益 を 有 す る 資 源 の流 出 が 起 こ

る かも しれ な い場 合、

可能性

負債

開示

現 在 の 債務 が あ り、 資 源 流 出 を 要 求

さ れ る 可能 性 が 高 い。

引 当 金 を認 識 す る。

引 当 金 に関 す る 開示 が 必 要。

可 能 性 の あ る 債務 ま た は 現在 の 債 務

が あ り、 資 源の 流 出 を 要 求 さ れる か

も しれ な い が、 要求 さ れ な い可 能 性

が 高 い。

引 当 金 を 認 識 し ない。

偶 発 債 務 の 開示 が必 要。

可 能 性 の ある 債 務 ま た は現 在 の 債 務

が あ り、 資 源の 流 出 が 要 求さ れ る 可

能 性 が希 薄で あ る。

引 当 金 を 認 識 しな い。

開 示 も不 要。

出 所） Ｉｎｔｅｍａｔｉｏｍ１ Ａｃｃｏｍｔｉｎｇ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｎｏ．３７
，

“Ｐｒｏｖｉｓｉ㎝ｓ，
Ｃ ㎝ｔｉｎｇｅｎｔ Ｌｉａｂｉ１ｉｔｉｅｓ ａｎｄ Ｃ ㎝ｔｉｎｇｅｎｔ Ａｓｓｅｔｓ，

” Ａｐｐｅｎｄｉｘ Ａ．
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の 判 断 を 反 映 し た 開 示 が な さ れる べ き で あ る。

３． 環 境 負 債 の 測 定

土壌汚染に関連する環境負債の具体的な要素と

して は、 浄 化 ・ 修 復 活 動 の 直 接 的 コス ト や、 当 該

活 動 に 携 わる と 予 想 さ れ る 従 業員 の 人 件 費 そ の 他

の 手 当 等 が 含ま れ る。 こ の よ う な 環 境負 債 の 金 額

は、 浄 化 活 動 の 方 法、 保 険 等 か ら の 回 収 額、 浄 化

活 動 の 期 間、 浄 化 技 術 の 進 歩、 共 同 浄 化 責 任 者 の

支 払 能 力 な ど に よ っ て 影 響 を 受 け る た め、 前 述 の

認 識 要 件（Ｃ）の、 信 頼 性 の 高 い 見 積 り を 行 う こ と

が 非 常 に 難 し い と さ れ て い る。 こ れ に つ い て、 ＩＡＳ

第３７ 号 で は、 例 え ば、 新 技 術 の 採 用 や 既 存 技 術

の 熟 練、 新 法 律 の 制 定 と い っ た、 債 務 の 弁 済 に 要

す る 金 額 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 合 理 的 に 予 測 さ れ

る 将 来 の 事 象 に つ い て、 十 分 に 客 観 的 な 証 拠 が あ

る 場 合 に は、 引 当 金 額 に 反 映 さ せ な け れ ば な ら な

い と し て い る。

ま た、 土 地 の 浄 化 ・ 修 復 作 業 は１０年 や２０年 と

い っ た か な り の 長 期 間 に 及 ぶ こ と も あ る が、 貨 幣

の 時 間価 値 の 影 響 が 重 要 な 場 合 は、 引 当 金 の 金 額

は債務の弁済に必要と見込まれる支出の現在価値

で な け れ ば な ら な い と し て い るｌｌ）
。

な お、 ＩＡＳ 第 ３７ 号 で は、 起 こ り う る 緒 果 を 一

定 の 幅 で 決 定 す る こ と が 可 能 な ら ば、 信 頼 性 の 高

い 見 積 り を 行う こ と が で き る と す る 立 場 を と っ て

い る。 ま た、 そ の 場 合 は、 最 善 の 見 積 り に よ る 計

上 を 求 め て い る１２ノ
。 た だ し、 見 積 り が 範 囲 を 伴 う

場 合、 見 積 範 囲 の どの 金額 が開 示 さ れ る か に よ っ

て、 投 資 家 の 判 断 に バ イ ア ス を 与 え る と い う 問 題

が 指 摘 さ れ て い る’３）
。 一 般 的 に 土 壌 汚 染 の 場 合、

汚 染 の 状 況 や 資 産 の 状 態 が 個 々 の ケ ー ス で 異 な

り、 類 似 の 汚 染 資 産 が存 在 し ない た め、 最 頻 値 と

し て の 最 善 の 見 積 額 を 決 定す る こ と は極 め て 困 難

で あ る。 そ こ で、 こ の よう な不 確 実性 に対 処 す る

た め に、 「期 待 値」 に よ る 見 積 方 法 も 示 さ れ て い

る １４）
。

こ れ らの 現 在 価 値 や 期 待 値 に 関 して は、 国 際会

計 基 準 委 員 会 で 現 在 価 値 プ ロ ジ ェ ク ト が進 行 中 で

あ り、 わ が 国 に お い て も、 一 部 の 金 融 商 品 や 退 職

給 付 偉 務 の 測 定 に 取 り 入 れ ら れ る よ う に なっ て き

て い る。 ま た、 ア メ リ カ で は、 財 務 会 計 概 念 書

（Ｓｔａｔｅ ｍ ｅｎｔ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｉａ１ Ａ ｃｃｏｕ ｎｔｉｎｇ Ｃ ｏｎｃｅｐｔｓ，

ＳＦＡＣ） 第 ７ 号 「会 計 測 定 に お け る キ ャ ッ シ ュ フ

ロ ー 情 報 と 現 在 価 値 の 利 用（Ｕｓｉｎｇ Ｃａｓｈ Ｆ１ｏｗ

Ｉｎｆｏｒｍ ａｔｉｏ ｎ ａｎｄ Ｐｒｅｓｅｎｔ Ｖ ａ１ｕｅｓ ｉｎ Ａ ｃｃｏｕｎｔｉｎｇ

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ）」 が２０００ 年 ２ 月 に 公 表 さ れ て い

る。 こ の 概 念 書 の 中 で、 環 境 修 復 負 債 が取 り 上 げ

ら れ、 企 業 に 活 動 の 実 施 を 要 求 す る よ う な債 務 の

公 正 価 値 は、 期 待 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー ・ ア プ ロ ー チ

に よ っ て 見 積 る こ と が 述 べ ら れ て い る ’５）
。

伝 統 的 な 測 定ア プロ ー チ が、 最 も 発 生 可 能性 の

高 い 最 善 の 見 積 額 を 用 い る の に 対 して、 期 待 キ ャ

ッ シ ュ フ ロ ー ・ ア プ ロ ー チ は、 発 生 可 能 性 の 範 囲

お よ びそ の 分布 に も と づ い て 期 待 キ ャ ッ シ ュ フロ

ー を 算 定 し、 そ れ を リ ス ク に も と づ き 修 正 した

後、 無 リ ス ク 利 子 率 で 割 引 く と い う も の で あ る。

伝 統 的 ア プ ロー チ は、 修 復 負 債 の よ う な類 似 の

資 産 ・ 負 債 が存 在 せ ず、 複 雑 な 測 定 上 の 問 題 を有

す る 項 目 に は有 効 で は な か っ た。 そ こ で、 対 象 と

な る 将 来 の キャ ッ シ ュ フ ロ ー を 直 接 分析 す る期 待

キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー ・ ア プ ロ ー チ を 用 い る こ と で、

時 期 が不 確 実 で最 善 の 見 積 り を 示 す こ と が で き な

い た め に 認 識 さ れ て こ な か っ た 環 境 負 債 の 測 定 が

可 能 と な る。

さ ら に、 こ れ ま で の 現 在 価 値 算 定 で はリ スク 等

を す べ て 割引 率 に 反 映 さ せ て しま う た め に、 不 明

確 と なっ て い た測 定 プ ロ セ ス の 検 証 可 能 性 を 高 め

る こ と に も な る。 環 境負 債 の 見 積 り に 範 囲 を 伴 う

場 合 も、 こ の ア プ ロ ー チ を 用 い る こ と で、 見 積 範

囲 の い ず れ か の 金 額 を 開 示 す る こ と か ら 生 じる 情

報利 用 者 の ミ スリ ー ドの 可 能 性 も 防 ぐこ と が で き
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る
。

期 待 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー を 用 い て 土 壌 ・ 地 下 水 修

復 の た め の 環 境 負 債 を 測 定 す る に は、 ま ず 環 境 負

債 の 金 額 に 影 響 を 及 ぼ す 諸 要 素 を 明 ら か に し て、

す べ て の 起 こ り う る 緒 果 を そ れ ぞ れ の 確 率 によ っ

て 加 重 平 均 して 見 積 る こ と が 必 要 で あ る。 図 表２

で は、 修 復 が 必 要 と な る 可 能 性 が あ る 土 壌 の 範 囲

を ２，０００ ・ ４
，
０００ ・ ２０

，
０００ 立 方 ヤ ー ド、 支 出 が 要

求 さ れ る 可 能 性 の あ る 金 額 を １００ ・ ２００ ・ １０００

万 ド ル、 将 来 支 出 の 発 生 可 能 性 を ３０ ・ ６０ ・ １０ ％

と し、 同 様 に 地 下 水 修 復 処 理 に つ い て も、 処 理 期

間 を ２ ・ ４ 年、 金 額 を ２００ ・ ４００ 万 ド ル、 発 生 可

能 性 を ４０・ ６０ ％ と した 場 合 に 評 価 した 結 果 を 示

し た も の で あ る。

図 表 ２ で は割 引 を 考 慮 して い な い が、 本 来 は評

価 さ れ た 金 額５３０万 ド ル を 無 リ ス ク 利 子 率 で 割 引

い た も の が 環 境 負 債 の 測 定 金 額 と な る。

４． 環 境 負 債 の 潜 在 的 回 収 額 の 考 慮

環 境 負 債 の 測 定 に 関 し て さ ら に 考 慮 しな け れ ば

な ら な い こ と は、 潜 在 的 回 収 額 の 取 り 扱 い で あ

る。 つ ま り、 潜 在 的 回 収 額 が 見 込 ま れ る 場 合 に、

その金額を環境負債と相殺すべきかどうかという

問 題 で あ る。 環 境 負 債 に 関 連 す る 潜 在 的 回 収 額 と

し て は、 土 地 の 売 却 に よ る 正 味 受 取 代 金 や、 第 三

者 か ら の 回 収 額 等 を あ げ る こ と が で き る。

土地等の売却から期待される受取代金につい

て、 ＩＡＳ 第３７ 号 で は、 資 産 の 予 想 売 却 益 は引 当

金 の 測 定 に あ た っ て 考 慮 し て は な ら な い と して い

る。 資 産 の 売 却 に よ る 回 収 額 を 考 慮 す る な ら ば、

図表 ２ 土 壌修 復 負債 の評 価例

土壌修復 地下水処理 金額 発生可能性 期待値

２ρＯＯ立 方 ヤー ド 処 理 ２年

１００万 ドル ２００万 ドル ３００万 ドル １８％ ５４万 ドル

発生 可 能 性３０％ ６０％

２，０００
立 方 ヤー ド 処 理４ 年

１００万 ドル ４００万 ドル ５００万 ドル １２％ ６０万 ドル

発 生可 能 性３０％ ４０％

４，ＯＯＯ
立 方 ヤ ー ド 処 理２年

２００万 ドル ２００万 ドル ４００万 ドル ３６％ １４４万 ドル

発 生可 能 性６０％ ６０％

４ρＯＯ立 方 ヤ ー ド 処 理４年

２００万 ドル ４００万 ドル ６００万 ドル ２４％ １４４万 ドル

発 生可 能 性６０％ ４０％

２０，ＯＯＯ立 方 ヤ ー ド 処 理２年

１ＯＯＯ万 ドル ２００万 ドル １２００万 ドル ６％ ７２万 ドル

発 生 可能 性１０％ ６０％

２αＯ００立 方 ヤ ー ド 処 理４年

１０００万 ドル ４００万 ドル １４００万 ドル ４％ ５６万 ドル

発 生 可能 性１０％ ４０％

計 １００％ ５３０万 ドル

出 所） Ｕ．Ｓ．Ｅｎｖｉｒ㎝ ｍ ㎝ｔａ１Ｐｒｏｔｅｃｔｉ㎝ Ａｇｅｎｃｙ， 吻 伽 加８ ｐｏ 伽 〃〃 励 凶７０〃ｍｅ 舳 川 ｏ舳 〃ｅｓ力ｒ Ｍｏηｏ８ｅ 〃 Ｄｅ 伽 ㎝一”ｏ灯〃ポ

Ａ Ｒ 〃ゴｅｗ ガ ルｏ〃ｏ〃ｅ πｃ乃〃 ψｅｓ（Ｕ．Ｓ．Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ａｇｅｎｃｙ， １９９６），ｐ．５８．
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仮に売却による回収額がその修復費用を超える場

合 に は、 引 当 金 を 設 定 す る 必 要 は な い と いう こ と

に も なり か ね な い か ら で あ る。 例 え ば、 修復 活 動

が 行 わ れて いる 土 地 の 価 格 が 上 昇 す れ ば、 引 当 金

額 が変 動 し、 極 端 な 場 合 に は 負 債 が 消 滅 す る と い

う 事 態 も 生 じる か ら で あ る。

ま た、 過 去 に 第 三 者 と 共 有 して い た 土 地 が汚 染

さ れて い た 場 合 や、 反 訴 ま た は 保 険 に よ っ て 第 三

者 か ら の 回 収 が 見 込 ま れ る よ う な 場 合 に つ い て、

ＩＡＳ 第３７ 号 で は、 ほ ぼ 確 実 に 回 収 で き る 場 合 し

か回 収額 を 認 識 し て は な ら な い と して い る。 さ ら

に、 認 識 さ れる 回 収 額 は引 当 金 の 金 額 を 超 えて は

な らず、 回 収 額 は引 当 金 か ら 控 除 して は な ら な い

と し て い る。 ま た、 回 収 額 の 測 定 は、 負 債 金 額 の

測 定に 用 い ら れ た も の と 同 様 の 方 法 が 用 い ら れ る

べ き と さ れ て い る１６〕
。

なお、 環 境負 債 と 次 に 述 べ る 減 損 の 二 重 計上 は

回 避 さ れ な け れ ばな ら な い。

皿 土壌 汚染 と滅損 会計

土壌 汚 染 が 発 覚 し た 場 合、 当 該 土 地 の 資 産 価 値

が下 落 す る と 一 般 的 に は 考 え ら れ て い る。 こ れ に

つ い て、 環 境 負 債 と 相 殺 後 の 純 額 で み た 資 産 価 値

の 低 下 と い う 理 解 で あ れ ば 問 題 は な い が、 土 壌 汚

染 を 資 産 の 減 損 と し て 会 計 処 理 す る こ と で、 環 境

負 債 の 計 上 幸 免 れ る と 理 解 さ れ て は な ら な い。

滅 損 と は、 物 理 的 理 由 ま た は 経 済 環 境 の 変 化 に

より、 資産 の 帳 簿 価 額 の 全 額 を 回 収 す る こ と が で

き なく な っ た こ と を い う。 こ れ を 土 壌 汚 染 に 適用

す る こ と が 不 適 切 で あ る の は、 次 の 理 由 に よ る。

（ａ） 土 地 は 会 計 上 減 価 償 却 が な さ れ な い こ と か

ら も わ か る よ う に、 投 下 金 額 で あ る 帳 簿 価 額

を 回 収 す る こ と が 意 図 さ れ て い な い こ と。

（ｂ） 汚 染 土 地 に 滅 損 を 認 識 す れ ば、 当 該 土 地 を

浄 化 ・ 修 復 す る 義 務 が 認 識 さ れ な い こ と。

特 に（ｂ）は 重 要 で あ る。 減 損 は、 資 産 か ら獲 得

さ れ る 将 来 の 収 入 の 減 少 を 認 識 す る も の で あ る

が、 負 債 は 将 来 の 支 出 を 認 識 す る も の で あ り、 こ

の 両 者 は 会 計 上 明 確 に 区 別 さ れ な け れ ば な ら な

い。 汚 染 が 存 在 して い る 土 地 は、 浄 化 ま た は 修 復

し な け れ ば な ら な い の で あ り、 減 損 を 認 識 す る こ

と に よ っ て 浄 化 ・ 修 復 の 義 務 か ら 免 れる と 理 解 し

て は な ら な い。 した が っ て、 土 壌 汚 染 が 発 覚 し た

場 合 は、 基 本 的 に は 環 境 負 債 が 計 上 さ れ る べ き で

あ る。

た だ し、 次 の よ う な 状 況 にお い て は、 汚 染 土 地

に 関 連 し て 減 損 が 認 識 さ れ る こ と も あ り う る１７）
。

（ａ） 売 却 の た め に 保 有 し て い る 土 地 に 汚 染 が 発

覚 し た 場 合 で、 か つ、 売 却 に よ っ て 自 ら の 浄

化 ま た は 修 復 責 任 か ら 完 全 に 逃 れ る こ と が で

き る 場 合 は、 汚 染 が 売 却 に
一
よ る 収 入 の 滅 少 を

も た ら し た と し て 減 損 を 認 識 す る。

（ｂ） 土 壌 汚 染 の 発 覚 に よ っ て 活 動 を 申 止 しな け

れ ば な ら な い 事 業 体 に 長 期 的 に 投 資 を して い

た 場 合 で、 か つ、 自 ら が 浄 化 責 任 を 問 わ れ な

い 場 合 は、 当 該 投 資 の 減 損 を 認 識 す る。

減 損 の 会 計 処 理 に つ い て は、 国 際 的 に異 なる ２

つ の ア プ ロ ー チ が 存 在 す る。 ＩＡＳ 第３６ 号 「資 産

の 滅 損 （Ｉｍｐａｉ㎜ ｅｎｔｏｆ Ａｓｓｅｔｓ）」 で１ま、 滅 損 の 兆

侯 が あ る 資 産 に つ い て、 帳簿 価 額 が 回 収 可 能価 額

を 超 え る と き に、 回 収可 能 価 額 ま で 帳 簿価 額 を切

り 下 げ る と し て い る。 一 方、 ＦＡＳＢ は、 ２０００ 年 ６

月 に 公 表 した 公 開 草 案 咽 定 資 産 の 減 損 ・ 撤 去 お

よ び 処 分 活 動 に 伴 う 負 債 の 会 計 （Ａ㏄ｏｕｎｔｉｎｇ ｆｏｒ

ｔｈｅ Ｉ ｍ ｐａｉｒｍ ｅｎｔ ｏｒ Ｄｉｓｐｏｓａ１ ｏｆ Ｌｏｎｇ－Ｌｉｖｅｄ Ａｓｓｅｔｓ

ａｎｄ ｆｏｒ Ｏ ｂ１ｉｇａｔｉｏｎｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ ｗ れｈ Ｄｉｓｐｏｓａ１

Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ）」 の 中 で、 ＳＦＡＣ 第 ７ 号 の 期 待 キ ャ ッ

シ ュ フ ロ ー ・ ア プ ロ ー チ を 具 体 化 し て い る。 す な

わ ち、 保 有 ・ 利 用 目 的の 資 産 の 帳 簿 価 額 が 公 正 価

値 を 上 回 る 状 態 を 滅 損と し、 資 産 の 公 正 価 値 は 期

待 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー ・ ア プ ロ ー チ を 用 い て 見 積 る

＿ ２４ ＿
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こ と を 求 め て い る。 た だ し、 現 実 的 な 理 由 か ら、

将 来 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー の 割 引 前 総 額 が 用 い ら れて

い る １８）
。

環 境 問 題 に 関 連 す る 減 損 で あ っ て も、 基 本 的 に

は他の資産の滅損と同様に会計処理されるべきで

あ る。 た だ し、 環境 関 連 の 投 資 を 資 産 と して 計 上

す る 際 の 資 本 化 の 判 断 規 準 と の 首 尾 一 貫 性 が 求 め

ら れ る。

に 適 切 に 反 映 さ れ て い な い と い え る。

そ こ で、 概 念 フ レ ー ム ワ ー ク や 会 計基 準 に 適 合

し な い 現 行 の 会 計 実務 を 改 善 さ せ、 企 業 が直 面 し

て い る 環 境 リ ス ク を よ り 適 切 に 会 計 処 理 し、 開 示

す る 必 要 が あ る。 そ の た め に、 環 境 コ ス ト、 環 境

負債および環境問題から生じた減損を扱う首尾一

貫 し た 認 識、 測 定、 開示 の た め の 包 括 的 な 会 計 基

準 が 必 要 な 時 期 に 来 て い る と い え る。

〈注〉

ＩＶ’ 環境 会計 基準の必 要性

土 壌 汚 染 等 の 浄 化 に 係 る 環 境負 債 に つ い て の こ

れ ま で の 議 論 で は、 ほ と ん どの ケ ー ス で 汚 染 の 原

因 が 以 前 の 土 地 所 有 者 で あっ て 汚 染 責任 を 明 確 に

す る こ と が 困 難 で あ る こと や、 環境 負 債 の 測 定 に

多 く の 不 確 実 性 が伴 い見 積 り が 困 難 で あ る こ と な

どが 指 摘 さ れる に と どま っ て い た。

しか し、 汚 染 実態 の 把 握 や 法 規制 の 整 備、 あ る

い は、 土 壌 浄 化 の 経 験 が 蓄積 さ れつ つ あ る こ と を

背 景 と して、 浄 化 金額 の算 定の た め の 条 件 は 整 い

つ つ あ る。 土 壌 汚 染 の 問 題 が 企 業 の財 政 状 態 に 多

大 な 影 響 を も た ら し か ね な い 中 で、 す で に 存 在 す

る 環 境 汚 染 に つ い て、 企 業 は、 そ の 浄 化 ・ 修 復 の

た め の 環 境 負 債 を 財 務 諸 表 に 計 上 す る 必 要 が あ

る。 ま た、 土 壌 汚 染 の 問 題 を 単 に 土 地 の 減 損 と し

て 会 計 処 理 して し まう こ と の な い よう に、 減 損 が

認 め ら れ る 状 況 に つ い て も 明 ら か に す べ き で あ

る。

現 状 で は、 環境 コス ト や 環 境負 債 に つ い て、 既

存 の 会 計 基 準 にも と づ い て 会 計 処 理 を 行 お う と す

れ ば、 該 当 す る 基 準 を 識 別 し な け れ ば な ら ず、 そ

の 会 計 処 理 も 煩 雑 で、 か つ、 基 準 間 で 処 理 が 首 尾

一 貫 し て い な い と い う 問 題 も 生 じ て い る。 ま た、

環境負債に特有の不確実性等の問題が考慮されて

い な い た め に、 基準 の 解 釈 や 適用 が 企 業 に よ っ て

大 き く 異 な り、 企 業 の 環 境リ ス ク の 実 態 が 会 計 上

１） 土壌環境セ ンター 『我が 国における土壌 汚染対策費用の推

定一土壌汚染調査費用の推定、 土壌汚染浄化費用の推定一』

２０００ 年 ７ 月。

２） 土 壌 汚 染 に 関 連 す る 法 律 と し て は、 環 境 基 本 法 と 関 連 す る

環 境 基 準、
水 質 汚濁 防 止 法

、
環 境 影 響 評 価 法 等 が あ る。 特

に 水 質 汚 濁 防 止 法 は１９９６年 の 法 律 改 正 に よ り、 地 下 水 を 通

じ て 周 辺 に 被 害 を 与 え た 場 合、 汚 染 地 域 の 調 査 と 浄 化 の 命

令 を 出 す 権 限 が都 道 府 県 知 事 に 与 え ら れた。 ま た、 汚 染 原

因 者 に 遡 及 責 任 を、 土 地 所 有 者 に 浄 化 協 力 義 務 を 課 し た。

イ ン タ リ ス ク ・ ア ジ ア 航 測 株 式 会 社 『土 壌 と 地 下 水 の リ ス

ク マ ネ ジ メ ン ト」 工 業 調 査 会、 ２０００ 年、 ｐｐ．４８－５０．

３） ス ー パ ー フ ァ ン ド法 は 時 限 立 法 で１９９０年 以 降 更 新 さ れ て い

な い が、 現 在 で も 存 続 して い る。 しか し、 浄 化 費 用 が １ 件

２，０００万 ～３，０００ 万 ドル と 巨 額 で あ り、 リ ス ク 回 避 の 支 払 保

険 料 が 経 営 を 圧 迫 す る こ と も あ っ て、 結 果 と し て 汚 染 可 能

性 が 高 い 土 地 の 再 開 発 が 滞 る 等 の 弊 害 を 生 み 出 し た。 そ こ

で 巨 額 の 浄 化 負 担 を 見 直 し、 汚 染 を 完 全 除 去 す る 工 学 的 浄

化 か ら 自 然 浄 化 能 力 を 利 用 し た 方 法 に 代 わ り つ つ あ る。 こ

の 教 訓 を 生 か し て、 わ が 国 で 検 討 さ れて い る 土 壌 汚 染 の 浄

化 発 動 基 準 は、 土 地 利 用 状 況 に 応 じた 浄 化 の 発 動 要 件 お よ

び 対 策目 標 を 個々 に 設 定す る も の と な っ て いる。 西 村 実 「ス

ー パ ー フ ァ ン ド 法 の 挫 折 一 自 然 浄 化 能力 を 生 か す 方 向 で 修

正 一」 『日 経 エ コ ロ ジ ー』 第 １号、 １９９９年 ７月 他。

４） 黒 澤 慎 治 ・ 後 藤 敏 彦 ・ 西 川 正 義 編 ｒ戦 略 的 環 境 マ ネ ジ メ ン

ト シ ス テ ム」 日 科 技 連、 ２０００ 年、 ｐｐ．２２－２４．

５） 前 掲 書、 ｐｐ．２４－２６．
な お、 「日 本 経 済 新 聞 （２００１ 年２月 ３日

付 朝 刊）」 で は、
企 業 が抱 え る 土 壌 汚 染 等 の 環 境リ ス ク を 評

価 し、 金 融機 関 の 融 資 審 査 に 反 映 さ せ る 取 り 組 み が 本 格 化

して き た こ と を 伝 え て い る。

６） Ｉｎｔｅｍａｔｉｏｎａ１ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ Ｃｏｍ ｍｉｔｔｅｅ， 〃 舳 ｅｗｏ欣 力７

肋ｅ 〃ｅρ 〃０〃０〃 ０ 〃 〃ｅＪｅ 舳 〃０〃 ψ 舳 舳 Ｃ 〃 ∫ｆ０κ ｍｅ 舳

（Ｊ・１ｙ １９８９）， Ｐ… ．４９，
６０．

７ ） Ｉｎ ｔｅ ｍ ａｔｉｏ ｎ ａ１ Ａ ｃ ｃ ｏ ｕ ｎ ｔｉｎ ｇ Ｓｔａ ｎ ｄ ａ ｒｄ Ｎ ｏ
．
３ ７

，

“ Ｐ ｒｏ ｖｉｓｉｏ ｎ ｓ
，

Ｃ ｏ ｎｔｉｎ ｇｅｎｔ Ｌｉａ ｂｉ１ｉｔｉｅｓ ａ ｎｄ Ｃ ｏ ｎｔｉｎ ｇｅ ｎｔ Ａ ｓｓｅｔｓ
，

”
ｐａｒ

．
１０

．

８） 〃 ４ Ｐ・・．１４．

９ ） Ａ ｍ ｅｒｉｃａ ｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｃ ｅｒｔｉｆｉｅ ｄ 恥 ｂ１ｉｃ Ａ ｃｃ ｏｕ ｎｔａｎｔｓ
，

Ａｃ ｃｏ ｕｎｔｉｎｇ

Ｓｔａｎ ｄａｒｄｓ Ｄ ｉｖｉｓｉｏ ｎ，

“
Ｐｒｏｐ ｏｓｅ ｄ Ｓｔａｔｅ ｍ ｅｎｔ ｏｆ Ｐｏｓｉｔｉｏ ｎ： Ｓ Ｏ Ｐ ９６－１
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●現 代 デ ィ スク ロ ー ジ ャ ー研 究 ● ２００１ 年 ３ 月 Ｎｏ．
２

Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｒｅｍｅｄｉａｔｉｏｎ Ｌｉａｂｉｌｉｔｉｅｓ” （ＡＩＣＰＡ
，

１９９６）． こ の

ＳｏＰ９６－１ は、 環 境 修 復 負 債 の 認 識、 測 定お よ び 開 示 に つ い

て 包 括 的 に扱 っ た 唯 一 の 会 計 ガイ ドラ イ ン で あ る。

１ ０） Ｉｎｔｅｒｌ１ａｔｉｏ ｎａ１ Ａ ｃｃｏ ｕｎｔｉｎ ｇ Ｓｔａ ｎｄ ａｒｄ Ｎ ｏ
．
３ ７

，
ｏρ．

ｃ か
， ｐ ａｒ

．
８ ６

．

１ １） 〃 〃
， Ｐ ａｒｓ

．
４ ５

，
４ ８

．

１２） 〃 ♂，Ｐａｒ．３６．

１３） 投 資 家 は、 見 積 り に 範 囲 を 伴 う 環 境 偶 発 債 務 につ い て、 最

大 額 を 開 示 した 企 業 に 対 して は よ り 高 い 不 確 実 性 を
、 最 小

額 を 開 示 し た 企 業 に 対 し て は よ り 低 い 不 確 実 性 を 期 待 す る、

と い う 実 証 研 究 の 結 果 が 示 さ れ て い る。 Ｊａｎｅ Ｋｅｍｅｄｙ，

Ｔ ｅｒｅ ｎ ｃｅ Ｍ ｉｔｃ ｈ ｅ ｕ ａ ｎ ｄ Ｓｔｅ ｐ
ｈ ａ ｎ Ｅ

．
Ｓ ｅｆｃｉｋ

，

“
Ｄ ｉｓｃ ｌｏｓ ｕｒ ｅ ｏ ｆ

Ｃ ｏ ｎｔｉｎ ｇ ｅｎ ｔ Ｅ ｎ ｖｉｒｏ ｎ ｍ ｅ ｎｔａ１ Ｌｉａ ｂｉ１ｉｔｉｅｓ： Ｓ ｏ ｍ ｅ Ｕ ｎｉｎｔｅ ｎ ｄ ｅ ｄ

Ｃ ｏ ｎｓｅｑｕ ｅｎｃ ｅｓ？
”

ノｏ 〃 〃 〃 ガ λ ｃｃｏ 〃 〃 加 ８ Ｒ ω ｅｏ ｃ乃
，

Ｖ ｏ１
．
３６

，
Ｎ ｏ．

２

（Ａｕｔｕｍｎ １９９８）， ｐｐ．２５７－２７７．

１ ４） Ｉｎｔｅ ｍ ａｔｉｏ ｎａｌ Ａ ｃｃｏ ｕｎｔｉｎ ｇ
Ｓｔａ ｎｄ ａｒｄ Ｎ ｏ．

３ ７
，

ｏρ． ｃ 〃
．， ｐ ａｒ．

３ ９
．

１５） Ｆｉｍｎｃｉａ１ Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ Ｂｏａｒｄ， Ｓｔａｔｅｍｅｎｔｏｆ Ｆｉｍｎｃｉａｌ

Ａ ㏄ ｏ ｍ ｔｉｎ ｇ
Ｃ ｏ ｎｃｅ ｐ

ｔｓ Ｎ ｏ．
７
，

“
Ｕ ｓｉｎ ｇ Ｃ ａｓｈ Ｆ１ｏ ｗ Ｉｎ ｆｏｒ ｍ ａｔｉｏｎ ａｎ ｄ

Ｐｒｅｓｅ ｎｔ Ｖ ａ１ｕｅｓ ｉｎ Ａ ｃ ｃｏ ｍ ｔｉｎｇ
Ｍ ｅａｓｕｒｅ ｍ ｅｎｔｓ

”
（Ｆ ｅｂ ｍ ａｒｙ ２ ００ ０）

，

ｐ ａｒ．
１ １７

．

１６） Ｉｎｔｅ ｍ ａｔｉｏ ｎａ１ Ａ ｃｃｏ ｕ ｎｔｉｎ ｇ Ｓｔεｍ ｄ ａｒｄ Ｎ ｏ
．
３ ７

，
ｏｐ．

ｃ 机
， ｐ 趾 ｓ

．
５ １－５３

．

１ ７） Ｃ ａ ｍ ｄｉａ ｎ Ｉｎ ｓｔｉｔｕｔｅ ｏ ｆ Ｃ ｈ ａｒｔｅｒｅｄ Ａ ｃｃ ｏｕ ｎｔａｎｔｓ
，

亙 〃 か ｏ η ｍ ｅ 〃 〃

Ｃｏ舳 ｏ〃 〃ｏ州 〃ｅｓｊλ㏄ｏ舳 伽８ ｍａ 舳 舳ｃ〃 Ｒｅρｏ〃加８

ふ ｍｓ（ＣＩＣＡ，１９９３）．
平 松 一 夫 ・ 阪 （谷 口） 智 香 訳 「環 境 会

計 一 環 境 コ ス ト と 環 境 負 債』 東 京 経 済 情 報 出 版、 １９９５ 年、

ｐｐ．１１６＿１１７．

１８） Ｆｉｎ ａ ｎ ｃｉａｌ Ａ ｃｃ ｏ ｕ ｎ ｔｉｎ ｇ
Ｓ ｔａ ｎ ｄ ａｒｄ ｓ Ｂ ｏ ａｒ ｄ

，
Ｅ ｘ ｐ ｏ ｓｕ ｒｅ Ｄ ｒａｆｔ

，

“Ａｃｃｏｍｔｉｎｇ ｆｏｒｔｈｅＩｍｐａｉｒｍｅｎｔｏｒ Ｄｉｓｐｏｓａ１ｏｆ Ｌｏｎｇ－Ｌｉｖｅｄ

Ａ ｓｓｅｔｓ ａｎ ｄ ｆｏｒ Ｏ ｂ１ｉｇａｔｉｏｎ ｓ Ａ ｓｓｏ ｃｉａｔｅ ｄ ｗｉｔｈ Ｄ ｉｓｐ ｏｓａ１ Ａ ｃｔｉｖｉｔｉｅｓ
”

，

（Ｊ㎜ｅ ２０００）． こ の 公 開 草 案 は、 ＳＦＡＳ１２１ 号 「長 期 性 資 産 の

減 損 及 び 処 分 予 定 の 長 期 性 資 産 の 会 計 処 理 （Ａ㏄ｏ㎜ｔｉｎｇｆｏｒ

ｔｈ ｅ Ｉ ｍ ｐ ａｉｒ ｍ ｅ ｎｔ ｏｆ Ｌ ｏ ｎ ｇ－ Ｌ ｉｖｅ ｄ Ａ ｓｓｅｔｓ ａｎ ｄ ｆｏｒ Ｌ ｏｎ ｇ －Ｌ ｉｖｅ ｄ

Ａｓｓｅｔｓｔｏ Ｂｅ Ｄｉｓｐｏｓｅｄ ｏｆ）」 の 実 施 に 伴 う 主 要 な 論 点 を 明 ら

か に し、 事 業 セ グ メ ン ト の 処 分、 お よ び、 処 分 に 伴 う 従 業

員 解 雇 給 付 や リ ー ス 契 約 中 断 に よ る 負 債 と い っ た、 処 分 予

定の固定資産や処分 活動に伴う負債 に関する統一的な会 計

を 確 立 し よ う と す る も の で あ る。

＿ ２６ ＿




